
FM推進につながる発注者改革（功績賞）

郵政建築における発注者の役割の変容（分析）
1886年代～1970年代の設計にこだわる「設計者主導」の時代

…発注者として当時の施工者、設計者の技術力を踏まえた選択

1970年代～1990年代の監理にこだわる「専門分化」の時代
…高度成長に伴う発注者機能の分担、専門化

1990年代～2003年までのマネジメントにこだわる「マネジメント化」時代
…国際化に伴うプロジェクト川上段階へのシフト

2003年～現在までの「外部化・民営化」の時代
…民営化により、発注者機能と設計者機能が分離

京都大学博士（工学）論文:郵政建築における発注者の役割の変化に関する研究

発注者の特徴（考察）
郵政建築における発注者の関与が時代とともに低下
その結果、以下のことがわかった。

・発注品質、設計品質、施工品質を結びつける
一貫したマネジメント機能の欠落

・発注品質が未確定
・発注者側のマネジメント機能の欠落
・一貫した発注者責任が未確立
・発注者が持つべき

公益性・公共性・社会性への配慮の低下 etc…
注：
「発注品質」：発注者の顕在的、潜在的要求に関する発注者要求の確定度合い
「設計品質」：基本設計情報及び詳細設計情報と要求品質（発注者要求）に

ギャップが少なく確定して以下の度合い
「施工品質」：中間生産物及び最終生産物が設計品質（設計情報）との適合性を

確保しているかの度合い

今後の発注者のあるべき姿（提案）
FM推進につながる発注者改革が必要不可欠：

①一貫した発注者マネジメント体制構築のための
「組織内プロジェクトマネジャー」の導入

②発注者要求の明確化のための「ブリーフ（プログラミング）」の導入

③プロジェクトへの協調関係構築のための「パートナリング」の導入

④一貫してプロジェクトへ関与する「発注者責任性」の導入

⑤発注者は都市景観・環境・公共性など
社会、地域に与える影響を十分、考慮すべき

課題
発注者の役割、発注者責任が不明確

…新国立競技場、豊洲市場等における発注者問題
⇒発注者システム全体の脆弱性が課題

発注者関連研究の不足
…発注者に着目した研究がほとんどない

一貫した発注者マネジメント機能の欠落
…発注者責任、発注者組織の脆弱化

FM推進につながる発注者改革が進んでいない
…英国における90年代の発注者改革タスクフォース



・郵政建築は、一貫した発注者責任を持ち、
建築に対する深い思いと公共性、公益性に配慮
し、優れた建築を生み出してきた歴史を持つ
・発注者が、本来果たすべき役割を担うために
は、一貫した建築プロダクトプロセスへの関与
が改めて重要であることが明らかになった。

(1)発注品質、設計品質、施工品質を確保 ⇒プロダクトプロセスにおける発注者の関与
(2)郵政建築における発注者の役割の大きな変化

①1886年～1970年代の設計に拘る「設計者主導」の時代
②1970年代～1990年代の監理に拘る「専門分化」の時代
③1990年代～2003年までのマネジメントに拘る「マネジメント化」の時代
④2003年～現在までの「外部化・民営化」の時代

(3)発注者機能を代替する形での「設計者主導」
設計者がすべてのフェイズに関与 ⇒発注者としての一貫したマネジメントが実現

(4)高度成長期の業務量増加への対応 ⇒発注者の役割において「専門分化」を選択
(5)WTO等国際化⇒川上へシフトし、発注者の関与が「マネジメント」中心へ
(6) 外部化、民営・分社化により、発注者機能が組織的に分離

⇒発注者機能の縮小・本来の発注者としての役割の縮小
(7)郵政建築における発注者の役割が、

「設計に拘る」⇒「監理に拘る」⇒「マネジメントに拘る」⇒「買い取り」と変容
(8)郵政建築における発注者の役割が

「設計者主導」⇒「専門分化」⇒「マネジメント化」⇒「外部化・民営化」へと変化

図３：郵政建築の変容図２：郵政建築組織の変遷

図１：発注者機能の変容

郵政建築における発注者の役割の変容



FM推進につながる発注者改革への取組み（提案）

発 注 者 は 、 「 建 築 」 の 持 つ 「 崇 高 さ 」 を 持 ち 、 発 注 者 と し て プ ロ ジ ェ ク ト に 向 き 合 い 、
自ら発注者責任を明らかにし、きちんとした発注者の役割を果たせる「発注者」となるべき

FMの更なる推進につながる「発注者改革」へ期待

海外（英国）の発注者改革：
①レイサムレポート「Constructing the team」（1994年）

発注者・受注者相互が信頼関係に基づき、建築プロジェクトの
目的を共有し、「パートナー」として取り組むこと

②イーガンレポート「Rethinking Construction」（1998年）
長期的信頼関係を築き、品質を改善
公共発注者自らが、最善の発注者として自覚

③建設産業戦略フォーラム「Accelerating Change」（2002年）
建築プロジェクトにおける発注者のリーダーシップの加速
発注者の意識改革を進めるための12の原則「建設発注者憲章

（Construction Clients’ Charter）」を制定
④建築プロジェクトの発注者改革促進のための各種団体設立
住宅フォーラム（Housing Forum）(2000年)
地方政府タスクフォース（Local Government Task Force）（2000年）
建設発注者連盟（Confederation of Construction Clients）（2000年）
建設発注者グループ（Construction Clients Group）（2003年）

⑤パートナリングを取り入れる官民の発注者が急増
PPP、PFI、パートナリング等の積極的展開 etc…

国内の発注者改革：
①発注者責任研究懇談会（2001年）

発注者支援制度の確立、技術提案制度の確立、技術力評価の導入
②公共調達と競争政策に関する研究会（2003年）

発注方式の多様化、民間技術力の導入
③公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）（2005年）

「造る」立場から「買う」立場へ
発注者の責務の明確化、総合評価導入、発注者支援制度の確立

④国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける
発注者責任に関する懇談会（2006年）

国民ニーズに合致する社会資本整備の責任、価格と品質、
発注者と受注者の品質確保に対する責任構築

⑤発注者責任を果たすための
今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会（2015年）

公共工事における多様な入札方式の導入
⑥官公庁施設整備における発注者のあり方について（2017年）

公共建築工事における発注者の役割、発注者の役割の共有、
発注者支援の必要性 etc…

方策：
①一貫した発注者マネジメント体制構築のための「組織内プロジェクトマネジャー」の導入
②発注者要求の明確化のための「ブリーフ（プログラミング）」の導入
③プロジェクトへの協調関係構築のための「パートナリング」の導入
④一貫してプロジェクトへ関与する「発注者責任性」の導入
⑤発注者は都市景観・環境・公共性など社会、地域に与える影響を十分、考慮すべき
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